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平成 24 年度 事業報告書 

 

平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで 

 

特定非営利活動法人 つくし会  

 

１ 事業の成果 

 研修活動として、本会の研修生および従業員に対して研修会を開催し、マッサージ、はり

および機能訓練の実技指導、および治療院経営についての学習を行ってきた。これにより各

人の問題解決、技術および知識が向上されたと思われる。 

 また、その成果を盲学校などでの講演において伝達講習し、生徒の進路決定の参考にして

もらった。 

 訪問マッサージ事業では、障害者の社会参加、そして社会資源の有効活用として、視覚障

害マッサージ師を雇用し運営してきている。在宅で寝たきりのため、日常生活に不自由を感

じている利用者様宅を訪れ、少しでも快適な日常生活を送っていただき、”生きがい”を感じ

ていただくためにマッサージおよび機能訓練を行ってきている。利用者様の評判も良く、徐々

ではあるが問い合わせも増えてきている。 

 研修活動および訪問マッサージ事業については、実行委員会において、問題点および課題

を明らかにし、解決策を話し合い、円滑な運営に向けて取り組んでいる。 

 教材研究では、ＮＰＯ法人「ロバの会」にも協力をいただき、『'12 国試Ｑ救隊』を発行し

た。あはき師受験生には、概ね好評で、その成果は国家試験合格という形で現れている。 

 上記の事業については、独立行政法人 福祉医療機構の助成を受けて実施した。 

 また、公益財団法人 在宅医療研究 勇美記念財団の助成を受けて『視覚障害あん摩マッサ

ージ指圧師のための訪問マッサージマニュアル』を発刊した。本冊子は、本会がこれまで行

ってきた訪問マッサージの事業内容を「施術編」と「業務編」にまとめたものである。訪問

マッサージに取り組もうとしている施術者はもちろん、すでに取り組んでおられる施術者に

も参考にしていただき、それぞれの立場でのスキルアップにつながっている。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

【研修活動】 

 研修生および施術者の技術向上、リスク管理を目的に、東向日治療院を中心に 30 回開催し

た。１回約２～３時間、参加者３～５名、主な内容は「マッサージおよび鍼基礎練習」「症例

検討」「治療院経営について」であった。 

 

【臨床見学 

 本会がこれまでに行ってきた全国の盲学校等からの臨床見学の受け入れも引き続き行った。 

平成 24 年 

 ９月 10 日 京都府在住あはき師(１名) 



 2 

 主な内容としては、「訪問マッサージ事業の概要」「治療院経営の実際」「マッサージ施術の

基礎」「施術の実際」などである。これらを見学生に伝えることで、モチベーションの高い鍼

灸マッサージ師の育成の一端が担えればと考えている。 

 

【訪問マッサージ事業】 

 南丹・東向日・京都東治療院を運営してきた。 

 平成 25 年３月 31 日現在、施術者は正職員２名、パートタイム職員３名、ドライバーは、

正職員２名、パートタイム職員１名、事務員は正職員１名である。 

 利用者様については、入院、ショートステイ、死亡などもあるが、月平均の保険料は約 50

万円である。 

 

【教材研究】 

 平成 24 年６月５日にあはき師国家試験対策問題集『'12 国試Ｑ救隊』を発行した。 

 個人用 38 個、学校用 92 個、合計 130 個を発送した。 

 

【講師派遣】 

 平成 25 年１月 16 日(水)に三重県立盲学校臨床室で開催された「理療科実技研修会」に講

師を派遣した。 

 テーマは、「視覚障害マッサージ師が行う訪問マッサージの現状と課題」であり、保健理療

科および理療科の生徒 14 名および教職員 12 名が参加した。 

 主な内容は、「つくし会について」「訪問マッサージ事業について」「マッサージ実技の基礎

について」であった。 

 平成 24 年８月 17 日(金)～19 日(日)にエスカル戸畑(海員会館)で開催された「第３１回理

療教育研究(北九州)大会」に講師を派遣した。 

 テーマは、「NPO 法人が行う視覚障害マッサージ師による訪問マッサージ事業」であり、全

国の盲学校理療科教職員 23 名が参加した。 

 主な内容は、「つくし会について」「訪問マッサージ事業について」であった。 

 

【広報啓発活動】 

 平成 24 年 12 月８日にひと・まち交流館京都で一般府民 10 名に対し、府民健康講座を開催

した。 

 テーマは、「腰痛について」であり、腰痛発生のメカニズム、治療法、予防法について紹介

した。 

 平成 24 年６月１日～平成 25 年３月 31 日の期間、居宅介護支援事業所、地域包括支援セン

ター、デイサービスセンター、在宅療養者宅などを巡回し、看護師、ケアマネージャー、ヘ

ルパー、在宅療養者および家族に対して、リーフレットを用いて、視覚障害マッサージ師が

行う訪問マッサージについて説明した。 

 


